
 

 

 東京学芸大学海外子女教育センターの名称変更に伴う関係規程の整備に関する規

程を次のように制定する。 

 

  平成14年３月１日 

                  東京学芸大学長 

                    岡 本 靖 正 

 

 

平成14年規程第３号 

東京学芸大学海外子女教育センターの名称変更に伴う関係規程の整備に関す

る規程 

 

 （東京学芸大学教授会規程の一部改正） 

第１条 東京学芸大学教授会規程（平成11年規程第17号）の一部を次のように改正

する。 

第18条の表第二部教官会の項中「海外子女教育センター」を「国際教育センタ

ー」に改める。 

 （東京学芸大学教育学部運営規程の一部改正） 

第２条 東京学芸大学教育学部運営規程（平成12年規程第17号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第４教養系の表中「海外子女教育センター」を「国際教育センター」に改

める。 

 （東京学芸大学教育学部附属学校運営委員会規程の一部改正） 

第３条 東京学芸大学教育学部附属学校運営委員会規程（平成８年規程第23号）の

一部を次のように改正する。 

第２条中「海外子女教育センター」を「国際教育センター」に改める。 

 （東京学芸大学役付職員選考規程の一部改正） 

第４条 東京学芸大学役付職員選考規程（昭和42年規程第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１条中「海外子女教育センター長」を「国際教育センター長」に改める。 

第６条の２（見出しを含む。）中「海外子女教育センター長候補者」を「国際

教育センター長候補者」に改める。 

 （東京学芸大学教官選考規程の一部改正） 

第５条 東京学芸大学教官選考規程（平成11年規程第18号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第２項中「海外子女教育センター」を「国際教育センター」に改める。 

 （東京学芸大学客員教授等選考規程の一部改正） 

第６条 東京学芸大学客員教授等選考規程（平成９年規程第５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第２項中「海外子女教育センター」を「国際教育センター」に改める。 



 （東京学芸大学教官の任期に関する規程の一部改正） 

第７条 東京学芸大学教官の任期に関する規程（平成12年規程第13号）の一部を次

のように改正する。 

別表中「海外子女教育センター」を「国際教育センター」に改める。 

 （東京学芸大学毒物及び劇物取扱規程の一部改正） 

第８条 東京学芸大学毒物及び劇物取扱規程（平成11年規程第12号）の一部を次の

ように改正する。 

別表中「海外子女教育センター長」を「国際教育センター長」に改める。 

 （東京学芸大学受託研究取扱規程の一部改正） 

第９条 東京学芸大学受託研究取扱規程（昭和56年規程第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第２項中「海外子女教育センター」を「国際教育センター」に改める。 

 （東京学芸大学奨学寄付金取扱規程の一部改正） 

第１０条 東京学芸大学奨学寄付金取扱規程（昭和61年規程第２号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条中「海外子女教育センター」を「国際教育センター」に改める。 

 （東京学芸大学における民間等との共同研究取扱規程の一部改正） 

第１１条 東京学芸大学における民間等との共同研究取扱規程（昭和61年規程第３

号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「海外子女教育センター」を「国際教育センター」に改める。 

 （東京学芸大学紀要出版規程の一部改正） 

第１２条 東京学芸大学紀要出版規程（昭和41年規程第２号）の一部を次のように

改正する。 

第２条の２第１項中「海外子女教育センター」を「国際教育センター」に改め

る。 

別表第１第１部門（教育科学系）の項中「海外子女教育センター」を「国際教

育センター」に改める。 

 （東京学芸大学海外子女教育センター規程の一部改正） 

第１３条 東京学芸大学海外子女教育センター規程（昭和58年規程第10号）の一部

を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

  東京学芸大学国際教育センター規程 

第１条中「東京学芸大学海外子女教育センター」を「東京学芸大学国際教育セ

ンター」に改める。 

 （東京学芸大学有害廃棄物取扱規程の一部改正） 

第１４条 東京学芸大学有害廃棄物取扱規程（昭和55年規程第２号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条第２項中「海外子女教育センター」を「国際教育センター」に改める。 

別表第２中「海外子女教育センター」を「国際教育センター」に改める。 

 （東京学芸大学情報公開取扱規程の一部改正） 

第１５条 東京学芸大学情報公開取扱規程（平成13年規程第７号）の一部を次のよ

うに改正する。 



第２条第２項中「海外子女教育センター」を「国際教育センター」に改める。 

 （東京学芸大学行政文書管理規程の一部改正） 

第１６条 東京学芸大学行政文書管理規程（平成13年規程第９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第４項中「海外子女教育センター」を「国際教育センター」に改める。 

 

   附 則 

 この規程は，平成14年４月１日から施行する。 

（注）施行日については，国立学校設置法施行規則の改正施行日が平成14年４月

２日以降の場合は，改正施行日とする。



東京学芸大学教授会規程 新旧対照表（抄） 

現          行 改          正 

 
   〔省略〕 
 
   第３章 部教官会 
 （組織） 
第１８条 部教官会は，次の表に掲げる学科及び施設・センターに所属する教授会
構成員をもって組織する。 

 
   〔省略〕 
 
   第３章 部教官会 
 （組織） 
第１８条 部教官会は，次の表に掲げる学科及び施設・センターに所属する教授会
構成員をもって組織する。 

部教官会 部教官会を構成する学科及び施設・センター 部教官会 部教官会を構成する学科及び施設・センター 

   〔省略〕    〔省略〕 

第二部教官会 

教育学科，心理学科，幼児教育学科，障害児教育学科，生活

科学学科，附属特殊教育研究施設，附属環境教育実践施設，

附属教育実践総合センター，留学生センター，海外子女教育

センター，教員養成カリキュラム開発研究センター，保健管

理センター，情報処理センター 

第二部教官会 

教育学科，心理学科，幼児教育学科，障害児教育学科，生活

科学学科，附属特殊教育研究施設，附属環境教育実践施設，

附属教育実践総合センター，留学生センター，国際教育セン

ター，教員養成カリキュラム開発研究センター，保健管理セ

ンター，情報処理センター 

   〔省略〕 

 

 

 

 

 
 

 

   〔省略〕 

 

 

 

 

 
 

 
   〔省略〕 

 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この規程は，平成14年４月１日から施行する。 
（注）施行日については，国立学校設置法施行規則の改正施行日が平成14年４月
２日以降の場合は，改正施行日とする。 

 

 



東京学芸大学教育学部運営規程 新旧対照表（抄） 

現          行 改          正 

 
   〔省略〕 
 
別表第４ 

関連研究室一覧 
   〔省略〕 
 
教養系 

 
   〔省略〕 
 
別表第４ 

関連研究室一覧 
   〔省略〕 
 
教養系 

関 連 研 究 室 名 関 連 研 究 室 名 
教 室 名 

左  欄 右  欄 
教 室 名 

左  欄 右  欄 

   〔省略〕    〔省略〕 

国際教育 海外子女教育センター 社会科教育学 国際教育 国際教育センター 社会科教育学 

   〔省略〕    〔省略〕 

日本語教育  

独語学独文学，仏語学仏文学，哲

学，地理学，地域，国際教育，海

外子女教育センター 

日本語教育  

独語学独文学，仏語学仏文学，哲

学，地理学，地域，国際教育，国

際教育センター 

   〔省略〕    〔省略〕 

表現コミュニケーシ

ョン 

特殊教育研究施設，海

外子女教育センター 

国文学，総合音楽，音楽科教育

学，絵画，彫刻，デザイン，工

芸，造形芸術学・演劇学，書道，

書芸 

 
 

表現コミュニケーシ

ョン 

特殊教育研究施設，国際

教育センター 

国文学，総合音楽，音楽科教育

学，絵画，彫刻，デザイン，工

芸，造形芸術学・演劇学，書道，

書芸 

 
 

  
   附 則 
 この規程は，平成14年４月１日から施行する。 
（注）施行日については，国立学校設置法施行規則の改正施行日が平成14年４月
２日以降の場合は，改正施行日とする。 

 

 

 



東京学芸大学教育学部附属学校運営委員会規程 新旧対照表（抄） 

現          行 改          正 

 
   〔省略〕 
 
 （目的） 
第２条 運営委員会は，学部（留学生センター，海外子女教育センター，教員養成
カリキュラム開発研究センター，保健管理センター及び情報処理センターを含む
。以下同じ。）と附属学校の連携を図りつつ，附属学校の管理運営の基本的事項
を審議し，併せて，学部・大学院等と附属学校の教育研究活動の推進を図ること
を目的とする。 

 
 
   〔省略〕 

 
   〔省略〕 
 
 （目的） 
第２条 運営委員会は，学部（留学生センター，国際教育センター，教員養成カリ
キュラム開発研究センター，保健管理センター及び情報処理センターを含む。以
下同じ。）と附属学校の連携を図りつつ，附属学校の管理運営の基本的事項を審
議し，併せて，学部・大学院等と附属学校の教育研究活動の推進を図ることを目
的とする。 

 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この規程は，平成14年４月１日から施行する。 
（注）施行日については，国立学校設置法施行規則の改正施行日が平成14年４月
２日以降の場合は，改正施行日とする。 

 

 



東京学芸大学役付職員選考規程 新旧対照表（抄） 

現          行 改          正 

 
 （選考） 
第１条 本学の学部主事，附属図書館長，附属学校部長，附属特殊教育研究施設長
，附属環境教育実践施設長，附属教育実践総合センター長，留学生センター長，
海外子女教育センター長，教員養成カリキュラム開発研究センター長，保健管理
センター所長及び附属学校の長（以下「役付職員」という。）の選考は，この規
程の定めるところにより，学長が行う。 

 
   〔省略〕 
 
（附属環境教育実践施設長候補者，附属教育実践総合センター長候補者，留学生
センター長候補者，海外子女教育センター長候補者，教員養成カリキュラム開発
研究センター長候補者及び保健管理センター所長候補者の選出） 

第６条の２ 附属環境教育実践施設長候補者，附属教育実践総合センター長候補者
，留学生センター長候補者，海外子女教育センター長候補者，教員養成カリキュ
ラム開発研究センター長候補者及び保健管理センター所長候補者の選出は，本学
専任の教授のうちからそれぞれの運営委員会が行う。 

 
   〔省略〕 

 
 （選考） 
第１条 本学の学部主事，附属図書館長，附属学校部長，附属特殊教育研究施設長
，附属環境教育実践施設長，附属教育実践総合センター長，留学生センター長，
国際教育センター長，教員養成カリキュラム開発研究センター長，保健管理セン
ター所長及び附属学校の長（以下「役付職員」という。）の選考は，この規程の
定めるところにより，学長が行う。 

 
   〔省略〕 
 
（附属環境教育実践施設長候補者，附属教育実践総合センター長候補者，留学生
センター長候補者，国際教育センター長候補者，教員養成カリキュラム開発研究
センター長候補者及び保健管理センター所長候補者の選出） 

第６条の２ 附属環境教育実践施設長候補者，附属教育実践総合センター長候補者
，留学生センター長候補者，国際教育センター長候補者，教員養成カリキュラム
開発研究センター長候補者及び保健管理センター所長候補者の選出は，本学専任
の教授のうちからそれぞれの運営委員会が行う。 

 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この規程は，平成14年４月１日から施行する。 
（注）施行日については，国立学校設置法施行規則の改正施行日が平成14年４月
２日以降の場合は，改正施行日とする。 

 

 



東京学芸大学教官選考規程 新旧対照表（抄） 

現          行 改          正 

 
   〔省略〕 
 
 （用語の定義） 
第２条 この規程において「各部」とは，教育学部第一部，第二部，第三部及び第
四部をいう。 

２ この規程において「施設・センター」とは，附属特殊教育研究施設，附属環境
教育実践施設，附属教育実践総合センター，留学生センター，海外子女教育セン
ター，教員養成カリキュラム開発研究センター，保健管理センター及び情報処理
センターをいう。 

 
   〔省略〕 

 
   〔省略〕 
 
 （用語の定義） 
第２条 この規程において「各部」とは，教育学部第一部，第二部，第三部及び第
四部をいう。 

２ この規程において「施設・センター」とは，附属特殊教育研究施設，附属環境
教育実践施設，附属教育実践総合センター，留学生センター，国際教育センター
，教員養成カリキュラム開発研究センター，保健管理センター及び情報処理セン
ターをいう。 

 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この規程は，平成14年４月１日から施行する。 
（注）施行日については，国立学校設置法施行規則の改正施行日が平成14年４月
２日以降の場合は，改正施行日とする。 

 

 

 



東京学芸大学客員教授等選考規程 新旧対照表（抄） 

現          行 改          正 

 
   〔省略〕 
 
 （定義） 
第２条 この規程において「各部」とは，教育学部第一部，第二部，第三部及び第
四部をいう。 

２ この規程において「施設・センター」とは，附属特殊教育研究施設，附属環境
教育実践施設，附属教育実践総合センター，留学生センター，海外子女教育セン
ター，教員養成カリキュラム開発研究センター，保健管理センター及び情報処理
センターをいう。 

 
   〔省略〕 

 
   〔省略〕 
 
 （定義） 
第２条 この規程において「各部」とは，教育学部第一部，第二部，第三部及び第
四部をいう。 

２ この規程において「施設・センター」とは，附属特殊教育研究施設，附属環境
教育実践施設，附属教育実践総合センター，留学生センター，国際教育センター
，教員養成カリキュラム開発研究センター，保健管理センター及び情報処理セン
ターをいう。 

 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この規程は，平成14年４月１日から施行する。 
（注）施行日については，国立学校設置法施行規則の改正施行日が平成14年４月
２日以降の場合は，改正施行日とする。 

 

 

東京学芸大学教官の任期に関する規程 新旧対照表（抄） 

現          行 改          正 

 
   〔省略〕 
 
別表 

 
   〔省略〕 
 
別表 

教育研究組織の名称 対象となる職 任期 再任に関する事項 根拠 教育研究組織の名称 対象となる職 任期 再任に関する事項 根拠 

海外子女教育センター 

外国人児童生徒教育部門 
教授，助教授 ５年 再任不可 

法第４条第

１項第１号 

 

 

 国際教育センター 

外国人児童生徒教育部門 
教授，助教授 ５年 再任不可 

法第４条第

１項第１号 

 

 
 

 
 
 
   〔省略〕 

 
 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この規程は，平成14年４月１日から施行する。 
（注）施行日については，国立学校設置法施行規則の改正施行日が平成14年４月
２日以降の場合は，改正施行日とする。 

 



東京学芸大学毒物及び劇物取扱規程 新旧対照表（抄） 

現          行 改          正 

 
   〔省略〕 
 
別表 

 
   〔省略〕 
 
別表 

部局の長 毒物等管理責任者 部局の長 毒物等管理責任者 

   〔省略〕    〔省略〕    〔省略〕    〔省略〕 

海外子女教育センター長 センター長が指名する者 国際教育センター長 センター長が指名する者 

   〔省略〕    〔省略〕 

 

 

 
    〔省略〕    〔省略〕 

 

 

 
 

 
   〔省略〕 

 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この規程は，平成14年４月１日から施行する。 
（注）施行日については，国立学校設置法施行規則の改正施行日が平成14年４月
２日以降の場合は，改正施行日とする。 

 

 

東京学芸大学受託研究取扱規程 新旧対照表（抄） 

現          行 改          正 

 
   〔省略〕 
 
 （定義） 
第２条 この規程において「受託研究」とは，本学において外部からの委託を受け
て公務として行う研究で，これに要する経費を委託者が負担するものをいう。 

２ この規程において「部局」とは，各部，附属特殊教育研究施設，附属環境教育
実践施設，附属教育実践総合センター，留学生センター，海外子女教育センター
，教員養成カリキュラム開発研究センター，保健管理センター，連合学校教育学
研究科，有害廃棄物処理施設，情報処理センター及び放射性同位元素総合実験施
設をいう。 

 
   〔省略〕 

 
   〔省略〕 
 
 （定義） 
第２条 この規程において「受託研究」とは，本学において外部からの委託を受け
て公務として行う研究で，これに要する経費を委託者が負担するものをいう。 

２ この規程において「部局」とは，各部，附属特殊教育研究施設，附属環境教育
実践施設，附属教育実践総合センター，留学生センター，国際教育センター，教
員養成カリキュラム開発研究センター，保健管理センター，連合学校教育学研究
科，有害廃棄物処理施設，情報処理センター及び放射性同位元素総合実験施設を
いう。 

 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この規程は，平成14年４月１日から施行する。 
（注）施行日については，国立学校設置法施行規則の改正施行日が平成14年４月
２日以降の場合は，改正施行日とする。 

 



 

東京学芸大学奨学寄付金取扱規程 新旧対照表（抄） 

現          行 改          正 

 
   〔省略〕 
 
 （定義） 
第２条 この規程において「部局」とは，事務局，各部，附属図書館，附属特殊教
育研究施設，附属環境教育実践施設，附属教育実践総合センター，留学生センタ
ー，海外子女教育センター，教員養成カリキュラム開発研究センター，保健管理
センター，附属学校部，各附属学校，連合学校教育学研究科，有害廃棄物処理施
設，情報処理センター及び放射性同位元素総合実験施設をいう。 

 
   〔省略〕 

 
   〔省略〕 
 
 （定義） 
第２条 この規程において「部局」とは，事務局，各部，附属図書館，附属特殊教
育研究施設，附属環境教育実践施設，附属教育実践総合センター，留学生センタ
ー，国際教育センター，教員養成カリキュラム開発研究センター，保健管理セン
ター，附属学校部，各附属学校，連合学校教育学研究科，有害廃棄物処理施設，
情報処理センター及び放射性同位元素総合実験施設をいう。 

 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この規程は，平成14年４月１日から施行する。 
（注）施行日については，国立学校設置法施行規則の改正施行日が平成14年４月
２日以降の場合は，改正施行日とする。 

 



東京学芸大学における民間等との共同研究取扱規程 新旧対照表（抄） 

現          行 改          正 

 
   〔省略〕 
 
 （定義） 
第２条 この規程において「共同研究」とは，本学において民間機関等から研究者
及び研究経費等を受け入れて，本学の教官（以下「担当教官」という。）が，民
間機関等の研究者（以下「民間等共同研究員」という。）と共通の課題につき共
同して行う研究をいう。 

２ この規程において「部局」とは，各部，附属特殊教育研究施設，附属環境教育
実践施設，附属教育実践総合センター，留学生センター，海外子女教育センター
，教員養成カリキュラム開発研究センター，保健管理センター，連合学校教育学
研究科，有害廃棄物処理施設，情報処理センター及び放射性同位元素総合実験施
設をいう。 

 
   〔省略〕 

 
   〔省略〕 
 
 （定義） 
第２条 この規程において「共同研究」とは，本学において民間機関等から研究者
及び研究経費等を受け入れて，本学の教官（以下「担当教官」という。）が，民
間機関等の研究者（以下「民間等共同研究員」という。）と共通の課題につき共
同して行う研究をいう。 

２ この規程において「部局」とは，各部，附属特殊教育研究施設，附属環境教育
実践施設，附属教育実践総合センター，留学生センター，国際教育センター，教
員養成カリキュラム開発研究センター，保健管理センター，連合学校教育学研究
科，有害廃棄物処理施設，情報処理センター及び放射性同位元素総合実験施設を
いう。 

 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この規程は，平成14年４月１日から施行する。 
（注）施行日については，国立学校設置法施行規則の改正施行日が平成14年４月
２日以降の場合は，改正施行日とする。 

 

 



東京学芸大学紀要出版規程 新旧対照表（抄） 

現          行 改          正 

 
   〔省略〕 
 
 （投稿） 
第２条の２ 各部の専任教官並びに学部附属の教育研究施設，留学生センター，海
外子女教育センター，教員養成カリキュラム開発研究センター，保健管理センタ
ー及び情報処理センター所属の専任教官は，所属部門に投稿するものとする。他
の部門に投稿を希望するときは，次条に定める当該部門の編集委員会の承認を得
るものとする。 

２ 附属学校の専任教官は，希望する部門に投稿することができる。その場合は，
投稿を希望する部門に属する専任教官の紹介を経て，次条に定める当該部門の編
集委員会の承認を得なければならない。 

 
   〔省略〕 
 
別表第１ 

 
   〔省略〕 
 
 （投稿） 
第２条の２ 各部の専任教官並びに学部附属の教育研究施設，留学生センター，国
際教育センター，教員養成カリキュラム開発研究センター，保健管理センター及
び情報処理センター所属の専任教官は，所属部門に投稿するものとする。他の部
門に投稿を希望するときは，次条に定める当該部門の編集委員会の承認を得るも
のとする。 

２ 附属学校の専任教官は，希望する部門に投稿することができる。その場合は，
投稿を希望する部門に属する専任教官の紹介を経て，次条に定める当該部門の編
集委員会の承認を得なければならない。 

 
   〔省略〕 
 
別表第１ 

部 門 講座及び施設・センター等 部 門 講座及び施設・センター等 

第１部門 

(教育科学系) 

学校教育講座  （教育学，国際教育，生涯教育，図書館学）

心理学講座   （教育心理学，心理臨床） 

幼児教育講座  （幼児教育学） 

障害児教育講座 （障害児教育） 

特殊教育研究施設，教育実践総合センター，海外子女教育セン

ター，教員養成カリキュラム開発研究センター 

第１部門 

(教育科学系) 

学校教育講座  （教育学，国際教育，生涯教育，図書館学）

心理学講座   （教育心理学，心理臨床） 

幼児教育講座  （幼児教育学） 

障害児教育講座 （障害児教育） 

特殊教育研究施設，教育実践総合センター，国際教育センター

，教員養成カリキュラム開発研究センター 

〔省略〕    〔省略〕 

 
 

〔省略〕    〔省略〕 

 
 

 
   〔省略〕 
 
 

 
 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この規程は，平成14年４月１日から施行する。 
（注）施行日については，国立学校設置法施行規則の改正施行日が平成14年４月
２日以降の場合は，改正施行日とする。 

 

 



東京学芸大学海外子女教育センター規程 新旧対照表（抄） 

現          行 改          正 

 
東京学芸大学海外子女教育センター規程 

 
   第１章 総則 
 （目的） 
第１条 東京学芸大学海外子女教育センター（以下「センター」という。）は，海
外子女教育（帰国児童生徒教育及び外国人児童生徒教育を含む。）に関し，専門
的な調査・研究を行うとともに，全国共同利用施設として，国立大学の教員その
他の者で，この分野の実際的調査研究に従事する者の利用に供することを目的と
する。 

 
   〔省略〕 

 
東京学芸大学国際教育センター規程 

 
   第１章 総則 
 （目的） 
第１条 東京学芸大学国際教育センター（以下「センター」という。）は，海外子
女教育（帰国児童生徒教育及び外国人児童生徒教育を含む。）に関し，専門的な
調査・研究を行うとともに，全国共同利用施設として，国立大学の教員その他の
者で，この分野の実際的調査研究に従事する者の利用に供することを目的とする
。 

 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この規程は，平成14年４月１日から施行する。 
（注）施行日については，国立学校設置法施行規則の改正施行日が平成14年４月
２日以降の場合は，改正施行日とする。 

 

 



東京学芸大学有害廃棄物取扱規程 新旧対照表（抄） 

現          行 改          正 

 
   〔省略〕 
 
 （定義） 
第３条 この規程において「有害廃棄物」とは，別表第１に掲げるものをいう。 
２ この規程において「部局」とは，各部，附属特殊教育研究施設，附属環境教育
実践施設，附属教育実践総合センター，留学生センター，海外子女教育センター
，教員養成カリキュラム開発研究センター，保健管理センター，情報処理センタ
ー及び各附属学校をいう。 

 
   〔省略〕 
 
別表第２ 

有害廃棄物管理指導責任者配置部局等一覧 

 
   〔省略〕 
 
 （定義） 
第３条 この規程において「有害廃棄物」とは，別表第１に掲げるものをいう。 
２ この規程において「部局」とは，各部，附属特殊教育研究施設，附属環境教育
実践施設，附属教育実践総合センター，留学生センター，国際教育センター，教
員養成カリキュラム開発研究センター，保健管理センター，情報処理センター及
び各附属学校をいう。 

 
   〔省略〕 
 
別表第２ 

有害廃棄物管理指導責任者配置部局等一覧 

部  局 学科・研究室等の区分 部  局 学科・研究室等の区分 

   〔省略〕 〔省略〕 〔省略〕    〔省略〕 〔省略〕 〔省略〕 

海外子女教育センター   国際教育センター   

   〔省略〕 〔省略〕 〔省略〕    〔省略〕 〔省略〕 〔省略〕 

 

 
 

 
 

 
   附 則 
 この規程は，平成14年４月１日から施行する。 
（注）施行日については，国立学校設置法施行規則の改正施行日が平成14年４月
２日以降の場合は，改正施行日とする。 

 

 



東京学芸大学情報公開取扱規程 新旧対照表（抄） 

現          行 改          正 

 
   〔省略〕 
 
 （定義） 
第２条 この規程において「行政文書」とは，行政機関の保有する情報の公開に関
する法律（平成11年法律第42号。以下「法」という。）第２条第２項に規定する
行政文書をいう。 

２ この規程において「部局等」とは，事務局，教育学部第一部，教育学部第二部
，教育学部第三部，教育学部第四部，大学院教育学研究科，大学院連合学校教育
学研究科（東京学芸大学），附属図書館，附属特殊教育研究施設，附属環境教育
実践施設，附属教育実践総合センター，留学生センター，海外子女教育センター
，教員養成カリキュラム開発研究センター，保健管理センター，情報処理センタ
ー，有害廃棄物処理施設，放射性同位元素総合実験施設，大学院教育学研究科現
職教員研修支援センター，附属学校部及び各附属学校をいう。 

 
   〔省略〕 

 
   〔省略〕 
 
 （定義） 
第２条 この規程において「行政文書」とは，行政機関の保有する情報の公開に関
する法律（平成11年法律第42号。以下「法」という。）第２条第２項に規定する
行政文書をいう。 

２ この規程において「部局等」とは，事務局，教育学部第一部，教育学部第二部
，教育学部第三部，教育学部第四部，大学院教育学研究科，大学院連合学校教育
学研究科（東京学芸大学），附属図書館，附属特殊教育研究施設，附属環境教育
実践施設，附属教育実践総合センター，留学生センター，国際教育センター，教
員養成カリキュラム開発研究センター，保健管理センター，情報処理センター，
有害廃棄物処理施設，放射性同位元素総合実験施設，大学院教育学研究科現職教
員研修支援センター，附属学校部及び各附属学校をいう。 

 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この規程は，平成14年４月１日から施行する。 
（注）施行日については，国立学校設置法施行規則の改正施行日が平成14年４月
２日以降の場合は，改正施行日とする。 

 

 



東京学芸大学行政文書管理規程 新旧対照表（抄） 

現          行 改          正 

 
   〔省略〕 
 
 （定義） 
第２条 この規程において「行政文書」とは，法第２条第２項に規定するものをい
う。 

２ この規程において「教育・研究関係文書」とは，前項に規定する行政文書のう
ち教官又は教官組識が主体となって管理するものをいう。 

３ この規程において「行政文書ファイル」とは，施行令第13条第２項第１号に規
定するものをいう。 

４ この規程において「部局等」とは，教育学部第一部，教育学部第二部，教育学
部第三部，教育学部第四部，大学院教育学研究科，大学院連合学校教育学研究科
（東京学芸大学），附属特殊教育研究施設，附属環境教育実践施設，附属教育実
践総合センター，留学生センター，海外子女教育センター，教員養成カリキュラ
ム開発研究センター，保健管理センター，情報処理センター，有害廃棄物処理施
設，放射性同位元素総合実験施設，大学院教育学研究科現職教員研修支援センタ
ー及び各附属学校をいう。 

 
   〔省略〕 
 

 
   〔省略〕 
 
 （定義） 
第２条 この規程において「行政文書」とは，法第２条第２項に規定するものをい
う。 

２ この規程において「教育・研究関係文書」とは，前項に規定する行政文書のう
ち教官又は教官組識が主体となって管理するものをいう。 

３ この規程において「行政文書ファイル」とは，施行令第13条第２項第１号に規
定するものをいう。 

４ この規程において「部局等」とは，教育学部第一部，教育学部第二部，教育学
部第三部，教育学部第四部，大学院教育学研究科，大学院連合学校教育学研究科
（東京学芸大学），附属特殊教育研究施設，附属環境教育実践施設，附属教育実
践総合センター，留学生センター，国際教育センター，教員養成カリキュラム開
発研究センター，保健管理センター，情報処理センター，有害廃棄物処理施設，
放射性同位元素総合実験施設，大学院教育学研究科現職教員研修支援センター及
び各附属学校をいう。 

 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この規程は，平成14年４月１日から施行する。 
（注）施行日については，国立学校設置法施行規則の改正施行日が平成14年４月
２日以降の場合は，改正施行日とする。 

 

 


